




手術を受ける患者の周術期看護とともに視覚障害の
ある患者の QOL 向上に向けた支援のために必要な知
識や技術を修得する必要があり，年間を通して段階
別に専門分野の研修を行なっている．また，平均在
院日数 4 日という状況下で病床稼働率を維持しなが
ら，常に緊急手術も受け入れられるようにベッドコ
ントロールを行なうことも看護師の大きな役割と
なっている．

退院困難事例は少ないが，高齢者や独居の患者は
年々増加しているため，退院後の生活に不安がある
ときは早めに法人内の関連部署との連携を図ってい
る．さらに，患者に効率的で安全な医療を提供する
ためには，各部署がそれぞれの状況を理解し，連携を
強化することが重要であるため，定期的な院内ロー
テーション研修も実施している．

平成 28 年 12 月 1 日には待望の電子カルテが導入
され，読解不能な文字の転記ミスは無くなり，何より
情報の共有化が図れるようになった．導入後は部署
間で問題を解決しながら，大きなトラブルもなく業
務を遂行できている．今後はさらにデータ管理や患
者サービスの向上に活かせることや法人内でのネッ
トワーク作りが課題と考えている．

４．多根第二病院・老健てんぽーざん
平成 12 年（2000 年）に第二病院・老健てんぽーざ

んとして港区に移転，平成 28 年度初めて看護部長が
交替し以下の 4 項目を達成した．
１）就業時間変更に伴う，業務内容の大幅な見直し

これにより，きつこう会看護部の全施設が 4 週 8
休制となった．
２）申し送りをウォーキングカンファレンスへ変更

ウォーキングカンファレンスの導入により，ベッ
ドサイドでの患者状態を勤務者双方で確認でき，安
全管理に繋がっていった．

３）薬剤溶解・投与方法の変更，布おむつから紙おむ
つへの変更の検討

経腸栄養を受けている患者の薬剤溶解に時間を要
していたため，懸濁ボトルを採用し，溶解から投与ま
での時間短縮を図った．布おむつに関しては感染管
理・皮膚排泄ケア・患者サービス・職員満足など多方
面から考慮し，紙おむつへの変更を検討している．
４）勤務表作成を手書きからエクセルでの入力へ変更

手書きの勤務表をエクセルでの入力へ変更したこ
とで，見やすくなったというスタッフの意見が多い．
看護管理者としてはデータ集計が簡易になった．ま
た，これにより看護管理者もパソコンに少しずつ慣
れ親しんできた．次年度は電子カルテの導入を目指
していきたい．

５．多根総合病院
１）救急搬送患者の受入

今年度の診療報酬において重症度，医療・看護必要
度 A 項目に，救急搬送患者には 2 点が加点されるこ
ととなり，近隣施設も救急搬送の受入れに積極的と
なったにもかかわらず，搬送件数は減少しなかった．
2015 年度の救急搬送受け入れ件数は 6,768 件であっ
た（表 2）．
２）退院支援

緊急入院患者を受け入れるためには，常に空床を
確保しておく必要があり，退院支援は重要な看護の
役割である．MSW との連携により退院支援加算１
を取得した．
３）介護と医療の連携－スキルアップフェア 2016 －
の開催

介護施設等からのさまざまな疾患の緊急入院も受
入れている（図 3）が，回復後は速やかに帰所できる
よう，さらに再入院とならないよう双方が根拠に基
づくケア技術を習得しておく必要がある．そのため

「介護と医療の連携－スキルアップフェア 2016 －」
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表１ 回復期リハビリテーション 1－入院基本料・全国
平均・当院の比較－（2015年度）

項 目 2013 年度
(H25 年度)

2014 年度
(H26 年度)

2015 年度
(H27 年度)

2016 年度
(H28 年度)

救急外来
救急
総患者数 17,568 16,715 16,261 16,169

患者数 時間外
(夜勤帯） 10,442 10,180 8,924 8,501

救急搬送患者数 6,542 6,935 6,768 6,685

救急外来からの
入院総患者数 4,026 4,107 4,268 4,449

救急外来からの
時間外入院総患者数 2,379 2,430 2,256 2,840

表２ 救急外来における受診・入院件数(2013～2015年度)

在宅
復帰率





順，人材育成（クリニカルラダー），ユニフォームの
統一を図る．また，医療モデルから生活モデルへパ
ラダイムシフトしていく中，在宅療養を支える人材
を育成していく．

考 察

きつこう会看護部では，看護師の戦略的な人事交

流が行われず，それぞれ固有の組織風土（価値観）が
作られていた．例えば労務管理に重要な「勤務時間」
であるが，ある施設の看護職は 4 週 8 休を採用して
いるが，4 週 7 休のままで変更されていない施設もあ
る等足並みが揃っていなかった．また看護ケア用材
料や看護技術においても統一がなされておらず，患
者（家族）指導において患者（家族）を混乱させるこ
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内部環境

S 強み（Strong） W 弱み（Weakness）

S1
社会医療法人きつこう会・社
会福祉法人亀望会には，機能
分化した 9つの組織がある

W1
救急を断らない方針で入院患
者を受け入れているために，
退院困難事例も多い

S2
2015 年度の医業損益は黒字．
法人全体の経営指標（生産性・
収益性・安定性・機能性等）は
良好

W2
多根総合病院と多根第二病院
は，５キロメートル離れてい
る

S3
総合：2015 年度 6,768 件 /
年（内，入院 63％），救急を断
らないよう組織一丸となった
取り組み

W3
救急搬送された高齢者の意思
決定支援が不十分，救命処置
をせざるをえない場合も少な
くない

S4
それぞれの組織の看護部長が
1回 /月会議をし，連携を強め
ている

W4
今まで，法人内の人事異動が
ほとんどなく，それぞれ独自
の組織文化がある

S5 法人全体にリソースナースが
増加してきた（19人） W5

規則，人材育成，看護基準・手
順，医療用物品，ユニフォーム
等が同一法人内で異なる

S6
看護部代表者が，大阪府看護
協会・大阪府訪問看護ステー
ション協会の理事をしている

W6
総合病院の看護師離職率
2015 年度 16.7％，新人離職
率 16.6％と高い

外
部
環
境

Ｏ

機
会
（
Ｏ
ｐ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｙ
）

O1
港区・大正区に二次救急病院
が少ない．（大正区 2施設，港
区１施設のみ）小規模施設が
多い SO

自院の強みを活かして，更に
伸ばしていくためにすべきこ
とは何か

WO
自院の弱みを克服して，“追い
風”をとらえるためには何をす
べきか

O2
2016 年度の診療報酬改定で，
重症度，医療・看護必要度にC
項目が追加された

O3
多根第二病院の介護療養の機
能変更に際し，大阪府より自
由選択の許可がある SO1

S1/S3 × O1/O2/O4
総合病院を核とした急性期医
療をさらに推進し，大阪市西
部地域における包括ケアを確
立していく

WO1

W1/W2× O3/O4
施設基準ときつこう会ヘルス
ケアシステムの構築に不足し
ている機能を見極め，第二病
院の介護療養病床の変換を図るO4 多根総合病院近隣には病病連

携施設が多い

O5
他施設の看護部施設代表者と
顔の見える関係作りがしやす
くなった SO2

S4/S5/S6 × O4/O5
きつこう会看護部がリーダー
シップをとり，自法人だけで
なく大阪市西部地域における
看看連携を促進する．地域に
おけるリソースナースの活用

WO2

W1/W2/W3× O4
救急搬送受入れの空床確保の
ため，きつこう会組織で患者
(家族)意思決定と患者移動をコ
ントロールする患者統括部門
を設置する

Ｔ

脅
威
（
Ｔ
ｈ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
）

T1 近隣施設の救急受入れが積極
的になってきている

ST
自院の強みを活かして，“逆風”
を回避し他院と差を付けるに
は何をすべきか

WT
これ以上悪い状況に陥らない
ためにはどうすべきか．撤退
縮小すべき分野は何かT2 近隣の同規模施設が新築移転

を計画している

T3 高齢化率：西区 16.2% 港区
26.4%，大正区 29.0%

ST1
S1/S3 × T1/T2
きつこう会内組織で患者移動
をコントロールする患者統括
部門を設置する

WT1

W4/W5× T2/T6
きつこう会ヘルスケアシステ
ム確立のために，同一法人と
しての連携強化として，医療
用材料，看護手順，人材育成，
ユニフォームの統一を図る

T4
65 歳以上の世帯：高齢者独居
大正区 35. 4% 港区 38. 6%．
親族がなしもしくは遠方者が
多い

T5
H28 診療報酬改定：重症度，
医療・看護必要度の上昇，在院
日数の短縮が求められている ST2

S4/S5 × T3/T4
慢性疾患を抱えながら療養生
活している患者を支えるため
に，リソースナースによるき
つこう会ヘルスケアにおける
ケアの質向上を図る

WT2

T3/T4/T5 ×W4/W6
医療モデルから生活モデルへ
パラダイムシフトしていく中，
在宅療養を支える人材を育成
していく

表３ 社会医療法人きつこう会看護部のSWOT分析とクロス分析



とに繋がっていた．同一法人であるにも関わらずユ
ニフォームは異なり，クリーニング方法も自部署で
看護職員が行うことが脈々と続けられていた施設も
あった．ユニフォームは，その背後に組織力がある
ことを表し，また何をする人，何ができる人かを周囲
に告知し，責任と信頼感を高める効果がある．また，
戦略的な人事交流がなされてこなかったことは，機
能分化した組織をもつ法人として大きな損失に繋が
ることと考える．

超高齢社会となり慢性疾患をかかえて生活してい
る人口が急増している今日，高齢者においては「医療
モデル」から「生活モデル」へのパラダイムシフト10)

が求められている．つまり，すべてを「疾病」ととら
えて「治療」するという医療モデルから，「障害」は障
害として認めた上で，ある程度それらと共存しなが
ら，残された機能を最大限に生かして生活全体の質

（QOL）を高めていくという「生活モデル」の視点が
重要となってくる．広井は，高齢者の場合，身体の生
理的な機能は本来生物のメカニズムとして「不可逆
的に」低下していくものであり，したがって若い人に
想定されるような「治療」は本来的に困難であり，や
みくもに治療を図ろうとすることはかえってその生
活の質を低めることに繋がる11)と述べている．その
ため看護師には，急性期看護だけでなく患者の生活
の質（QOL）を見据えたケアの提供が求められる．患
者は，今日までは急性期であり明日からは慢性期と
線を引けるものではない．また，急性期の状態であっ
ても慢性期を見据えたケアが必要であり，慢性期で
あっても急性期の状態を理解しているからこそ患者
の急性憎悪を発見できる．このことは，在宅療養に
おいても同様のことが言えるのではないだろうか．

きつこう会は，機能分化した施設を有しているた
め急性期・回復期・慢性期・在宅と幅広い看護を修得
できる機会に恵まれている．看護は実践の科学であ
り，そのため経験の中で培われる技術や知識ははか
り知れないものがある12)．ヴィゴツキーは，人は知
識を与えられることで何かができるようになるので
はなく，自ら外の環境に働きかけたり，他者や道具な
どの環境に助けられたりして分かること，できるこ
とを増やしていく13)と述べており，またレイヴ・ヴェ
ンガーらは，人の学習は知識の獲得ではなく，コミュ
ニティへの参加である．コミュニティの周辺者から
熟達者へとなっていく過程が学習であり，スキルだ
けでなく関係性やアイデンティティなど全人的な変
化が含まれる14)と述べている．そこで，きつこう会
ヘルスケアシステムの構築のためには，法人内での

戦略的な人事交流を通した人材育成を行っていくこ
とが重要な要素となる．

お わ り に

今回，きつこう会看護部としてそれぞれの取り組
みを述べ，そして現状での SWOT 分析，クロス分析
を行い，きつこう会ヘルスケアシステムの将来ビジョ
ンを見据えて看護部としてどのように取り組んでい
くのかを考察した．その結果，たこつぼ化した組織
を統一し15)－具体的には，医療用材料，看護手順，ユ
ニフォームの統一，人材育成（クリニカルラダー）等
－，戦略的な人事交流を行う必要性が明らかとなっ
た．人事交流を通し，たこつぼ化した組織の壁をな
くし，生活モデルに対応した看護師の育成が必要で
ある．さらに今日までの当法人の歴史や地域の特性
を鑑みると，患者を病院という施設の中で待つ姿勢
でなく，看護職が地域の中に赴き，地域の人々との新
たな関係性の構築と価値観の共有が必要と考える．
The Personal is Local（個人的なことは地域のこと），
つまり個別の課題を地域の課題として捉え直し地域
社会のあり様に対して働きかけるようなソーシャル
イノベーション16‒18)がきつこう会に求められている
ことが示唆された．
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